
地域防災計画と基礎アセスメント

埼玉県川越市総務部庶務課

１　 はじめに

川越市地域防 災計画は，昭和39年８月に策

定以来幾度かの修正を加えたが，その内容に

おいて，市域の防災環境の実態や災害に対す

る被害予測といった基本的事項に対する把握

が不十分であり，現状にそぐわない点が多く

なってきていた。

地域防災計画は，本来防災行政を推進する

上での基本的計画であり，災害対策基本法に

規定されてい‘るとおり，毎年その内容を検討

る町が防災面からみて，どんな問題をかかえ

ているかを知ることがまず先決となったので

ある。

防災環境の実態を把握して，そこに潜む危

険性をさぐり，それらを地域防災計画に生か

そうと考えたわけである。

そこで,昭和59年度を初年度とする3筒年計

画で地域防災計画を新たに作りかえる作業に

取りかかったのである。

し，時代のニーズに対応できるよう修正しな　　 ２　防災アセスメント調査（基礎調査）の実

ければならないとされている。

しかしながら，計画そのものが定型化され

ているため，部分的な修正では対応しきれな

いような状況になっているのが現実である。

そのため，現在の地域防災計画を全面的に

見直し,修正を図ることになったものである。

しかし，新たに地域防災計画を全面的に作

りかえることは，かなり困難な作業であるこ

とが予想され，なかなかこれに取りかかるこ

とができないのが実態である。

今日の生活様式は，都市機能の高度化等に

伴い，大いに向上し便利になった。しかしな

がら，都市生活の利便性は，その代償として

知らず知らずのうちに，災害に対する多くの

弊害をもたらす結果となった。

このような状況の下で，自分達の住んでい

施

初年度においては，まず市域の防災環境を

調査して，それを基に地域ごとの危険性を把

握する，いわゆる防災アセスメント調査を実

施した。

防災アセスメントの考え方は，当時市町村

レベルでは，まだあまりなじみのないもので

あった。

この調査は，委託により実施したものであ

るが，これに先だち，埼玉県では，すでに地

震被害想定策定調査を実施しており，昭和57

年３月に報告書が公表されていた。

これは,500メートル及び１キロメートルの

メッシュ法により，県全体の地震災害予測を

表わしたもので，市町村にも報告書が届けら

れていた。
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そこで，本市の調査は，消防庁の防 災アセ

スメントマニュアルに基づき，県の調査結果

を踏まえて実施することになったO

調査単位は，メッシュ法によらず，町丁目

大字単位を使用し，そのままの形で図面処理

する方法を用いた。

調査は，関係機関から収集した資料を整理

し，コンピューターに入力してデータ化する

ことから始まった。

ここで大事なことは，できるだけ新しい資

料（図面，数値など）をできるだけ多く集め

ること。又，古地図や昔の文献もかなり役に

立つことがわかった。

次にこのデータを用いて，マニュアルに基

づき順次まとめていった。

（1） 災害誘因の検討

ここでは，県の被害想定調査に基づき，影

響を及ぼすと思われる災害の誘因として，南

関東地震，東海地震，西埼玉地震の３つの夕

イプの地震を想定した。

ちなみに，川越市の予想震度は，南関東地

震で５～６，東海地震で４～５，西埼玉地震

で５～６という結果が得られた。

（2） 災害素因の検討

次に，地形，地盤などの自然的条件と人口

や木造家屋の密集度。危険物施設の集中度と

いった社会的条件に基づ き，危険地域をさぐ

った。

その結果得られたものが，次に示す地形分

類図や予想震度分布図などである。

ここでは, 川越市の地形を14種類に区分し，

それぞれの地形に対し，予想される地震災害

の状況 をまとめた。

この図１と表１からもわかるように，川越

市は，主に台地（洪積層）と低地（沖積屑）

から成り，旧市街地から南部にかけた地区及

び入間川以西の地区は，台地で比較的地盤が

良く，一方北部から東部にかけた低地では，

地盤が軟弱で，液状化の危険性もあり，地震

災害には，弱いと判定された。

この地形，地盤の分類を基に，予想される

地震災害の状況を，大正12 年の関東大地震の

川越市の被害分布状況と照らし合せ てみる

と，ほぼ一致することがわかった。

さらに，予想震度分布図（図２）を地形分

類図に重ね合せてみると，地形や地盤の状況

により，各地区の震度が違うことが，はっき

りと浮彫りにされた。

このように，地形分類図（又は地盤分類図）

は，防災アセスメントの基幹 となるものであ

り，重要な図面である。

また。アセスメント結果を活用して，地区

別の防災カルテまで作成するこ とを考えた場

合には，前述したように町丁目大字単位でデ

ータ化した方が，よりベ ターかと思われる。

次に，災害履歴と土地利用の変遷について

も，充分とはいえないまでも調査したが，こ

こでは，先に述べたように，古地図や昔の文

献が大いに参考になった。

以上のようにして得られたデータを重ね合

せることにより，各地区の危険性を総合的に

把握した。

地区別の危険性の状況は，川越市を12の地

区に区分し，総合危険度評価図とそれに対応

するカルテとして取りまとめた。

これらのアセスメント調査結果の主なもの

は，新しい地域防災計画に図表として盛り込

むこ とになった。
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表１　土地条件（地形）と災害の対応（可能性のあるものを記す）

lべ　　　　 分　　　　 土 地 条件　　　 上な分布地（地区）　　　 構成勧竹（地刊）　　　　　　 地　　 戻　　 災　　 害　　　　　　　　　 風　　　　 水　　　　 害

台　1
�

（i）「i陵’　　fi　 陵　　　　 心ヶ聞ゴルフ喫付近…､a　 閃束ロー」　　　　　 ・低地や谷に沿うltlは川埴するおそれがある。　　　 ・低地や谷に沿う比は崩壊す
るおそれがある。

� む地;、　　
６ 球 司 て7

ぷ‰ に 台　　　 に 叩JI ）

（ 下木占而）
-ｊ

（i）台地ｂ　　 鳥い台地　　　　 阪戸－laケ鳥台、ａケ関　 関東ローム　　　　　　・at地や谷に沿うalは川壊するおそれがある。　　　 ・低地や谷に沿う111は崩壊す
るおそれがある。

（八心野1
�　　

的川介…人Is;1台地（名哨　 （３～５ｍ）　　　　　 （ｌｔ鳥の大きいもの）　　　　　　　　　　　 （比高の火きいもの）

・略ヶ関、心ヶ関北）　　 砂跨

川越台、寺足台、人野川

-一上1口t川台…武蔵?1台地

（本庁･高隅･ 福原･大束）

-　　　-

（4）介地ｃ　　 低い台地。　　　 砂久保（不老川）台ヽ葎　Isa!↓1°‾ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’束縁部の瓜地との比高の小さい地区では以水のむ

（立川ifli）　　　 間－|･略｛台…武蔵野台地　 （1 ～1.5m ）　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 それがある。

（臨原・;ａ階）　　　　 砂ｓ

一一一一

低　 地 （弧1状地ぷ　 砂曝堆
゛　　　　

人間川低地の閥鉄川越綜　 砂il　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　 一

以南…人間川Ｑ状地

｜　　　　　 ＠rj.;状地b　li 状地の一般而:、　（大眼）　　　　　　　& 餓　　　　　　　 ・縁辺郎では液剛 函 おそれがある。　　　　　 ・破堤のさい浸水のおそれがある。｜　　　　　

�1,j状地ｃ　
てl

帆水路
゛　　　　　　　　　　　　

砂疎　　　　　　　 ・場所により液状化のおそれがある。　　　　　　 ・破堤のさい洪水流の通路となるおそれがある。

-

（亘）低地il　　rl 然川防　　　　 荒川低地および入問川低　 砂哩～砂・砂刊シルト　　・縁辺部では液状化のおそれがある。　　　　　　　　　　　　　 一

地の川越線以北

＠低地ｂ　　 後背心地
’　　　　（山川・芳野・

南古谷・　 シルトt 粘土、泥炭゛　 ・地麗動の増幅は大きい｡（ ゆれが大きくなる）　　　 ・破堤のさい浸水のおそれがある。
�一　　　　　　　　　　　　　

吉芥・市街地周辺）
� 低地c　　l �刈辺　　　　　　　　　　　　　　　 砂、

シルト、粘土　　　 ・地震動の川幅は大きい｡（ ゆれが大きくなる）　　　 ・破堤のさい洪水流の通路となるおそれがある。

・鳩所sこより液状化のおそれ。

＠谷底ａ　　 介地上｡の浅い谷　 人谷川、小鮮川、久印ll　 関火ローム他　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 ・防水不瓜sくより浸水するおそれがある。

一　　　　　　　　　　　　　 了の谷

○谷底ｂ　　 台地を刻む谷　　 （名11い 霞ヶ関）　　　 粘土、泥炭等　　　　 ・柚土や泥炭が厚いところでは地認動の増幅がある。 ・排水不良により搬水するおそれがある。

○堤外地・　　鳥水敷　　　　　 荒川、人川川等利川散、　 砂ii、砂、シルト　　 ・川ｉ により液状化のおそれかある。　　　　　　 ・浸水する。

水而　　　 侃水敷　　　　　 伊姥沼付近

-　-

ﾉ、ll 改 変 地　　 ｉｔ旭　　　　　 ｎヶ関駅川辺　　　　　 哩土　　　　　　　　 ・軟弱地盤上の盛土地は沈下。　　　　　　　　　　　　　　　　-

UJ上地　　　　　 Ｇ,3ヶ関北）　　　　　　　　　　　　　　　 ・陥没りおそれがある。

-- ・　　　-　　 一 一
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３　地域防災計画の策定

このようにして得られたアセスメント結果

は，報告書としてまとめられたが，これを既

存の地域防災計画とどのように結びつけてい

くかが，次の大きな課題となった。

地域防災計画は，総則編，災害予防計画編，

災害応急対策計画編，災害復旧計画編から構

成されているのが一般的である。この中で，

アセスメント結果を生かそうとするには，ア

セスメント調査の目的が，地域の危険性を把

握することであり，行政が「いかにして被害

を軽減することができるか｡」を仕事としてい

る以上，それは，災害予防計画の中で反映さ

れなければならない。

しかしながら，現在の予防計画の内容では

防災アセスメント結果を十分に生かし切るこ

とは，難しい状況である。

そこで，予防計画はもちろんのこと，地域

防災計画そのものを新しく作りかえて，対応

することになったのである。

このことは，アセスメント調査を実施して

その結果を地域防災計画に生かそうとする場

合に，留意しなければならないことと思われ

る。

アセスメントの必要性は，防災担当者であ

れば誰もが認識していることである。

しかしながら，いざそれを地域防災計画に

生かそうとすると，現状ではその方法からい

っても，費用や時間的な面からいっても，け

っしてたやすいこ とではない ように思われ

る。

こうして川越市地域防災計画は，新たに生

れかわった訳であるが，その内容は，決して

充分なものとは言えない。アセスメント結果

は，総則の中で一括して図表を用いて表わし

てはいるが，予防計画や応急対策計画に具体

的に結びつけるまでには至らなかった。

しかし，データまで完全に埋もれてしまっ

た訳ではない。今後，このアセスメント調査

結果を地域防災計画に段階的に取り入れ，よ

り完全な計画にしていく必要がある。

地域防災計画は，防災行政を推進する上で

の基本的計画であり，なくてはならないもの

である。

防災アセスメントは，地域防災計画を具体

化させ，より身近なものとして活用できるよ

うにするための，カンフル剤の役目をはたさ

なければならない。

アセスメントが地域防災計画の救世主にな

るかも知れないのである。

今後，防災アセスメントが，その本来の姿

で，地域防災計画に登場してくることを願っ

てやまない。

＊
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